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セメント及びセメント系固化材の地盤改良への使用及び

改良土の再利用に関する当面の措置について

セメント及びセメント系固化材を使用した改良土から、条件によっては六価クロムが土

壌環境基準を超える濃度で溶出するおそれがあるため、当面、建設省所管の建設工事の施

工にあたっては以下のとおり取り扱われたい。

なお、セメント及びセメント系固化材とはセメントを含有成分とする固化材で、普通ポ

ルトランドセメント、高炉セメント、セメント系固化材、石灰系固化材をいう。

記

１．セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合、現地土壌と使用予定の固

化材による六価クロム溶出試験を実施し、土壌環境基準を勘案して必要に応じ適切な措

置を講じること。

２．セメント及びセメント系固化材を使用した改良土を再利用する場合、六価クロム溶出

試験を実施し、六価クロム溶出量が土壌環境基準以下であることを確認すること。


